
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１.０版  

 

国民健康保険中央会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

国民健康保険中央会 
 
国民健康保険中央会の許可なく複製、改変を行うことはできませ
ん。本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがありま
す。 
また、本システムにより生じたいかなる損害についても本会では
責任を負いかねますのであらかじめご了解のうえ、システムをご
使用ください。
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はじめに 

このマニュアルは、事業所または代理人が利用する簡易入力システムにおいて、ヘルプデスクに多く問い合
わせがあった内容を、よくある質問集としてまとめた資料です。 
なお、システム導入に関する手順及び操作方法については、[導入マニュアル（事業所編）]を参照してくだ
さい。 
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略称について 

このマニュアルでは、名称は略称で記述されています。 

 

 

 

 

 

 

 

登録商標について 

● Microsoft、Windows、Internet Explorer、Excelは 
米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標、または商標です。 

● Adobe Reader及び Adobe PDFロゴは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の
商標です。 

● その他、本マニュアルに記載されている会社名、製品・サービス名は各社の登録商標、または商標
です。 

 

 
 
 

その他注意事項 

● マニュアルの参照ページは、マニュアル第 1.1版をもとに記載しております。今後のマニュアル改
版によって予告なしに変更することがあります。 

● マニュアルの画面は、簡易入力システム Ver1.0.4をもとに記載しております。 
 
 
 
 

略称 正式名称 

国保連合会 国民健康保険団体連合会 



簡易入力システム よくある質問集 

3 

     ＜主要画面＞            ＜請求の流れ及び主な処理＞ 

【事業所選択】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【メインメニュー】画面 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本情報設定】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 新規事業所登録 

③ ログイン 

④ 基本情報設定 

④－１ 自事業所情報修正 

② 
③ 

事業所情報（基本） 

事業所情報（明細） 

④－２ 市町村情報入力 

④－1 

④－2 

④－3 

④－4 

④－３ 受給者情報入力 

受給者情報（基本） 

受給者情報（支給決定） 

⑤ 請求情報入力 

⑥ 請求情報作成 

⑦ 請求情報送信 

④－４ 契約内容情報入力 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

④ 

① システム起動 

－注意－ 
単位数表標準マスタを取込む必要
はありません（梱包済みです。） 
（平成 19年 11月 20日現在） 
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1.  システム起動 
【事業所選択】画面 

・簡易入力システムを初めて使用する場合や新規に事業所を登録する場合は、「新規事業所登録」 
ボタンをクリックしてください。 
※新規に事業所を登録した場合は、初期パスワードが「0000」になっています。 

・自事業所情報が登録済みの場合、[事業所番号]と[パスワード]を入力し「ログイン」ボタンを 
クリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めて使用する場合には、こちらをクリッ

クしてください。 

事業所情報を登録済みの場合は、事業所番号

とパスワードを入力し、ログインを行います。 

－よくある質問－ 

【質問１】 

簡易入力システムを起動すると「（システムエラー）特定できないエラーです。システム管理者にご連絡ください。･･･書き

込みできません」とエラーが表示されました。どうすればよいでしょうか？ 

【回答１】 

パソコンが Windows XP Home Edition の場合に、このエラーが表示されることがあります。 

簡易入力システムで入力したデータを、保存しているフォルダに対してフォルダの共有の設定を行います。 

① [簡易入力システムのデータ格納先] C:\簡易入力\障害福祉サービス\DATA 

上記の[DATA]フォルダを右クリックし、《共有とセキュリティ(H)》をクリックします。 

② [ネットワーク上での共有とセキュリティ]欄の[ネットワーク上でこのフォルダを共有する]、[ネットワークユーザによるフ

ァイルの変更を許可する]の 2 ヶ所のチェックボックスをクリックし、チェックを入れます。その後、[適用]ボタンをクリック

し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

【質問２】 

「過去に登録した不要な情報を削除しますか？」と表示されますが、削除してもよいのでしょうか？ 

また、過去の情報を削除しなかった場合、何か支障はありますか？ 

【回答２】 

削除を行わなくても特に問題はありません。 

この機能は、請求情報作成の際に過去情報が大量に残っていると処理時間が掛かるため、過去の請求情報を削除し、

処理時間が掛からないようにするための機能です。請求情報作成の際に処理時間が掛かる場合等に利用してください。

また、過去情報が大量に残っているとパソコンのハードディスクの空き容量が不足する場合もあるため、不要であれば削

除してください。 

 

【質問３】 

パスワードを忘れてしまいました。どうすればよいでしょうか？ 

【回答３】 

パスワードを忘れた場合は簡易入力システムの再セットアップが必要になります。（再セットアップとは、データのバックア

ップ後に、簡易入力システムをアンインストール後、再度インストールを行う処理です。） 

バックアップ手順につきましては、[操作マニュアル（簡易入力／障害福祉サービス編） 13.トラブルシューティング]に記載

しています。 

インストール、アンインストール手順につきましては、[導入マニュアル（事業所編）]に記載しています。 



簡易入力システム よくある質問集 

5 

2.  新規事業所登録 
【事業所情報（基本）】画面 

・簡易入力システムを初めて利用する場合に、新規事業所登録を行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初期パスワードは、「0000」固定のため 

変更できません。変更したい場合は、 

次項の「自事業所情報修正」で、変更して

ください。 

提供しているサービス種類をすべて「提供」にしてくだ

さい。 

「提供」にすることにより、該当サービス種類の請求情

報が入力できるようになります。 

上記の操作で、サービスを「提供」にすると、[詳細]ボタンがク

リックできるようになり、事業所情報（明細）の入力を行うこと

ができるようになります。 

事業所情報（明細）を入力することにより、請求明細書等の

入力で不要な請求サービスコードが表示されなくなります。 

※事業所情報（明細）の入力内容が不明な場合、入力を 

省略しても問題はありません。 

他システムからの請求情報

取込みを行う場合も、入力

が必要になります。 
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3.  基本情報設定 

3.1. 自事業所情報修正 
【事業所情報（基本）】画面 

・事業所情報（基本）の修正を行います。 
・「詳細」ボタンから、事業所情報（明細）の入力画面へ移動することができます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 以下省略 
 
 
 
 
 

自事業所の事業所番号は修正できません。 

新規事業所登録直後の初期パスワードは「0000」となっていま

すので、適宜パスワード変更を行って下さい。 

変更後は、パスワードを忘れないように注意してください。 
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【事業所情報（明細）】画面 

・事業所情報の詳細情報を入力してください。不明な場合は、省略しても問題ありません。 
・明細追加、明細修正の方法については、[操作マニュアル（簡易入力／障害福祉サービス編） P18 1.4.
共通操作方法]を参照してください。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

算定項目が不明な場合は、省略しても問題

ありません。 

－よくある質問－ 

【質問１】 

事業所情報（明細）の算定項目に何を入力すればいいのか分かりません。 

入力を誤った場合、どこに影響がありますか？ 

【回答１】 

事業所情報（明細）は、都道府県への届出の内容を入力します。詳細内容が分からない場合、呼び出し元

の【事業所情報（基本）】画面で、該当サービス種類を「未提供」→「提供」にするだけでも結構です。なお、

入力内容が誤っていても、請求情報への影響はありません。 

 

また、他システムで作成した請求情報を取込んで請求する場合は、【事業所情報（基本）】画面において、

基本情報のみ入力してください。 

（【事業所情報(基本)】画面のサービス提供状況、【市町村情報保守】画面や【受給者情報（基本）】画面で

の入力は不要です。） 
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3.2. 市町村情報入力 
【市町村情報保守】画面 

・市町村番号、住所等が分からない場合は、国保連合会もしくは各市町村に問い合わせてください。 
・有効開始日は、過去の日付（2007 年 10 月時点では、2007 年 9 月 1 日以前）を入力してください。未来
日(2007 年 10 月１日以降)を指定すると、受給者情報入力時に市町村が選択できなくなるため、注意が

必要です。また、日付には、必ず「01」を指定してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

有効開始日は、数字 8桁形式で過去の日付を 

入力してください。 

（例：2007 年 1 月 1 日の場合、20070101） 

※市町村の開始日が 1日以外であっても、 

必ず「01」を入力してください。 

－よくある質問－ 

【質問１】 

市町村情報は、受給者単位で入力しないといけないのでしょうか。 

【回答１】 

市町村情報は、簡易入力システム内で一元管理しているため、1 度入力すれば受給者単位、事業所単位で

入力する必要はありません。 

 

次ページにつづく 
 

・市町村番号は、受給者証に記載された番号

です。（行政区がある場合は行政区番号） 

・市町村番号と有効期間（有効開始日、有効終

了日）で重複して入力することはできません。
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前ページより 

 

－よくある質問－ 

【質問２】 

・以前に誤って登録した市町村情報が完全に削除できず、送信時に市町村コードの形式エラーが発生

する。 

・請求情報入力で、市町村名が表示されない。 

・請求情報作成で、旧市町村の請求情報が残ってしまう。 

【回答２】 

誤った市町村番号で、受給者情報、請求情報入力、テスト送信を行った場合、市町村情報の市町村番

号のみを正しい番号に変更しても、受給者情報、請求情報は正しい市町村番号に自動では更新され

ません。この場合、下記の手順に沿って、誤って登録した市町村番号を使用して作成した受給者情

報、請求情報（サービス提供実績記録票、請求明細書等）をすべて削除した後、正しい市町村番号を

使用して、受給者情報、請求情報を改めて入力し直す必要があります。 

① 市町村情報入力において、削除した旧市町村情報（誤って登録した市町村番号）を再登録してくだ

さい。 

② 請求情報入力において、誤って登録した市町村番号で作成したサービス提供実績記録票、請求

明細書等を１件ずつ削除してください。 

③ 受給者情報入力において、誤って登録した市町村番号で作成した受給者情報を１件ずつ削除して

ください。 

④ 市町村情報入力において、①で再登録した旧市町村情報（誤って登録した市町村番号）を削除し

てください。 

⑤ 正しい市町村番号で、市町村情報入力、受給者情報入力、請求情報入力の順に入力してくださ

い。 
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3.3. 受給者情報入力 
【受給者情報（基本）】画面 

・受給者証の記載をもとに入力を行います。受給者情報は、最新情報を入力してください。 
・受給者情報（基本）を入力後、[支給決定情報]をクリックして、支給決定情報を入力してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－よくある質問－ 

【質問１】 

「支給市町村」が表示されません。どうすればよいでしょうか？ 

【回答１】 

簡易入力システムのバージョンが Ver1.0.3 以前の場合、該当の支給市町村の有効開始日が、当該月よ

りも過去の日付になっていないと、表示されない場合があります。Ver1.0.4 以降では表示されますので、

必ずバージョンアップを行い、最新の簡易入力システムを利用してください。 

 

【質問２】 

旧障害程度区分はどのように入力すればよいでしょうか？ 

【回答２】 

旧障害程度区分は、この画面ではなく、【受給者情報（支給決定）】画面で入力します。 

「支給決定情報」ボタンをクリックして入力してください。 

 

【質問３】 

受給者を削除しても、削除できません（削除できたように見えるが、検索すると表示されます）。 

【回答３】 

簡易入力システムのバージョンがVer1.0.1以前の場合、受給者番号が0で始まる受給者情報が、削除で

きない場合があります。Ver1.0.2 以降では削除できますので、必ずバージョンアップを行い、最新の簡易

入力システムを利用してください。 

作成の有無に「有り」を指定しないと、サー

ビス利用計画作成費が入力できません。

障害種別が複数ある場合には、主な障害

を入力します。 

旧障害者程度区分は、この画面ではなく、[支

給決定情報]をクリックして入力してください。 

所得区分は任意項目です。不明な場合は

入力不要です。（請求情報に影響はありま

せん） 

上限額管理を行っている場合のみ、管理

の有無に「有り」を指定し、管理事業所、

有効期間を入力します。 
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【受給者情報（支給決定）】画面 

・受給者証に記載されている支給決定情報を入力します。 
・明細追加、明細修正の方法については、[操作マニュアル（簡易入力／障者福祉サービス編） P18 1.4.
共通操作方法]を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－よくある質問－ 

【質問１】 

支給決定情報は、受給者証の情報をすべて入力する必要がありますか？ 

【回答１】 

自事業所の請求に必要な支給決定情報のみ入力してください。（請求時点よりも過去の情報は入力しなくても問

題ありません。） 

 

【質問２】 

「明細追加」をクリックすると、入力した日付と違う日付が表示されてしまいました。どうしてでしょうか？ 

（平成１９年１１月１日と入力したが、「明細追加」をクリックすると昭和５５年１０月１日と表示される等） 

【回答２】 

以下の手順を実施してください。 

① 「スタート」ボタンより[コントロールパネル(C)]をクリックします。 

② 【コントロールパネル】画面の[カテゴリ表示の場合]は、《日付、時刻、地域と言語のオプション》→《地域と言語

のオプション》の順にクリックし、[クラシック表示の場合]は《地域と言語のオプション》をダブルクリックします。 

③ 【地域と言語のオプション】画面が表示されます。[地域オプション]タブの[標準と形式]欄にあるプルダウンメニ

ューで[日本語]が選択されていることを確認し、「カスタマイズ(Z)」ボタンをクリックします。 

④ 【地域のオプションのカスタマイズ】画面の[日付]タブをクリックし、《短い形式》欄の《短い形式(S)》に

「yyyy/MM/dd」が選択されていること、《区切り記号(D)》は[/]が選択されていること、《長い形式》欄の《長い形

式(L)》には[yyyy'年'M'月'd'日']が選択されていることを確認してください。 
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3.4. 契約情報入力 
【契約情報保守】画面 

・受給者と事業所間で契約された内容を入力します。 
（受給者証の（七）面以降に事業所が記載する内容を入力します。） 

・受給者情報（支給決定）で入力したサービス内容が選択できます。 
・明細追加、明細修正の方法については、[操作マニュアル（簡易入力編／障害福祉サービス編） P18 
1.4.共通操作方法]を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

－よくある質問－ 

【質問１】 

「事業者記入欄番号」には何を入力すればよいでしょうか？ 

【回答１】 

事業者記入欄番号は受給者証の事業者記入欄（7～12 面）に記載してある番号で、自事業所に該当する

契約情報の番号を入力してください。 

 

【質問２】 

契約支給量の「原則の日数」や「当該月の日数」とはどのようなことでしょうか？ 

【回答２】 

原 則の日数：当該月の日数から 8日を控除した日数 

当該月の日数：当該月のすべての日数 

 

【質問３】 

契約終了日について、不明な場合でも入力しないといけないのでしょうか？ 

【回答３】 

契約終了日は任意項目になりますので、入力しなくても問題はありません。 

 



簡易入力システム よくある質問集 

13 

4.  請求情報入力 
【サービス提供実績記録票入力】画面 

・サービス提供実績記録票の入力を行います。 
・請求に必要なサービスをクリックすると、入力画面に移ります。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－よくある質問－ 

【質問１】 

サービス提供実績記録票入力画面で、各サービスのボタンがクリックできません、またはクリックしても 

画面が表示されません。 

【回答１】 

【事業所情報（基本）】画面のサービス提供状況で、該当のサービスが「提供」になっていない可能性が 

あります。例えば、サービス提供実績記録票入力画面の「居宅介護」ボタンをクリックできるようにする 

には、【事業所情報（基本）】画面のサービス提供状況の居宅介護を[提供]とする必要があります。 

【事業所情報(基本) 】画面の入力方法については、 [操作マニュアル（簡易入力編／障害福祉サービス

編） P38 2.1.事業所情報]以降を参照してください。 

 

【質問２】 

実績記録票の入力で、市町村名が表示されません。「明細追加」をクリックし、「登録」をクリックすると、

「市町村情報が登録されていません」と表示されます。 

【回答２】 

基本情報設定の【市町村情報保守】画面で、市町村の有効開始日を月初めの 1日にしてください。 

その後、再度操作を行ってください。 
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【居宅介護サービス提供実績記録票】画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サービス提供実績記録票の入力については、「付録２ 入力事例集」を 

参照してください。 
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【請求明細書入力】画面 

・介護給付費・訓練等給付費等明細書の入力を行います。 
・事業所区分に応じて、「様式第二」、「様式第三」、「様式第六」のボタンをクリックすると、入力
画面に移ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－よくある質問－ 

【質問１】 

どの様式に入力すればよいのでしょうか？ 

【回答１】 

事業所区分により入力する様式が異なります。 

事業所番号の頭から 3桁目が事業所区分となり入力する画面は、以下のとおりになります。 

（ご参考：事業所番号の 1～2桁目は、都道府県番号です。） 

 

事業所区分「1」 ： 下記事業所、及び相談支援事業所以外の指定事業所 → 様式第二 

事業所区分「2」 ： ＧＨ，ＣＨ事業所  → 様式第三 

事業所区分「4」 ： 基準該当事業所  → 様式第六 

 

※事業所区分「3」相談支援事業の事業所は、請求明細書入力は必要ありません。サービス利用計画作成費

の入力を行ってください。 
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介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）画面 

【日数情報】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－よくある質問－ 

【質問１】 

請求明細書の日数情報・[利用日数管理票]欄はどのように入力すればいいのでしょうか？ 

【回答１】 

利用日数管理票情報は、都道府県に利用日数に係る特例の届出をしている場合に必要です。 

 

【質問２】 

サービス種別が選択できません。 

【回答２】 

以下の原因が考えられます。 

・ 事業所情報のサービス提供状況が「提供」と設定されていない。  

→【事業所情報（基本）】画面のサービス提供状況を[提供]とし、事業所情報(明細)を登録していただく必要

があります。 

・ 受給者の支給決定情報が登録されていない。 

→【請求明細書入力】画面で登録するサービス種類は、支給決定情報に登録されている必要があります。 

また、提供年月が支給決定の有効期間内である必要があります。 

・ 請求明細書の様式が異なっている。 

→前ページの【請求明細書入力】画面の「よくある質問」に記載の事業所区分を確認のうえ、正しい様式を

選択してください。 

自治体が助成している場合は、市町村番号を入力してく

ださい。（助成していない場合は入力不要です） 

利用日数管理票情報は、都道府県に利用日数に係る特例の申請をしている

場合入力が必要です。（申請なしの場合、入力の必要はありません） 
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【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二） 明細情報】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービスコードが不明な場合は、「？」をクリックして、上記請求【サービスコード検索】

画面を表示してください。 

－よくある質問－ 

【質問１】 

サービスコードに何を入力すればよいかわかりません。 

【回答１】 

・「？」をクリックし、請求【サービスコード検索】画面を表示し、該当するサービスコードを選択してくださ

い。 

なお、【日数情報】画面で入力したサービス種別に対応するサービスコードのみ選択可能です。 

・【明細情報】画面で登録するサービスコードは、支給決定情報に登録されている必要があります。また、

提供年月が支給決定の有効期間内である必要があります。 
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【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二） 集計情報】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日数情報】画面、【明細情報】画面の入力内容からサービス種類単位で自動的に作成されます。

ただし、一部自動集計されない項目があるため、下記の手順で修正を行ってください。 

① 請求明細書の集計情報の明細部にある[選択]列の背景色がグレーになっている部分を 
ダブルクリックして上部の請求額集計欄に表示させます。（選択すると背景色が緑色になり

ます。） 

② 請求額集計欄の[サービス利用日数]を修正後、「明細修正」ボタンをクリックするとサービス
利用日数が反映できます。また、以下の入力ポイントを示します。 

・ [調整後利用者負担額]について 

明細追加されたサービスの上限月額調整の集計額が、[利用者負担上限月額①]を超え

た場合、[調整後利用者負担額]の集計額が[利用者負担上限月額①]に収まるよう入力

してください。 

・ [上限額管理後利用者負担額]について 

受給者が上限額管理の対象者である場合、[上限額管理後利用者負担額]も入力する必

要があります。この場合、[上限額管理後利用者負担額]の集計額は、管理結果額と一致

する必要があります。 

・ [自治体助成分請求額]について 

助成自治体番号を入力した場合、当該金額も入力する必要があります。 

－よくある質問－ 

【質問１】 

「請求額集計情報の自治体助成分請求額は入力できません。」とメッセージが表示されます。 

【回答１】 

自治体が助成事業を実施していない等、助成費の請求がない場合は、【日数情報】画面の助成自治体番号

を入力する必要はありません。助成自治体番号は市町村が利用者負担額の一部、又は全部を助成する事

業を行っている場合に入力するものです。 



簡易入力システム よくある質問集 

19 

【利用者負担上限額管理結果票】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－よくある質問－ 

【質問１】 

利用者負担上限額管理結果票にて登録時、｢上限額管理事業所が登録されていません。｣というエラー

メッセージが表示されます。 

【回答１】 

上限額管理事業所の金額が入力されていないため、エラーメッセージが表示されています。 

利用者負担上限額管理結果票では、他事業所だけではなく上限額管理事業所の《総費用額》《利用者

負担額》《管理後利用者負担額》も登録してください。 

 

【質問２】 

【利用者負担上限額管理結果票】画面で受給者証番号を入力すると、「上限額管理対象者を選択してく

ださい。」と表示され、先に進めません。 

【回答２】 

【利用者負担上限額管理結果票】画面で入力しようとしている受給者について、上限額管理事業所か

自事業所ではない場合、利用者負担上限額管理結果票を入力する（当該画面処理をする）必要はあり

ません。 

自事業所で上限額管理を行う必要があるにもかかわらず、上記のエラーメッセージが表示された場合

は、受給者情報の以下の登録内容をご確認ください。 

【受給者情報(基本)】画面の《利用者負担上限額管理》欄において 

① 《管理の有無》に[有り]が選択されている 

② 《管理事業所》に自事業所番号が入力されている 

③ 「有効期間」が未入力、もしくは利用者負担上限額管理結果票で入力する提供年月で有効な開

始日付と終了日付が入力されている 
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5.  請求情報作成画面 
【請求情報作成】画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

－よくある質問－ 

【質問１】 

【請求情報作成】画面で作成を行っても請求情報が作成されません。 

【回答１】 

サービス提供実績記録票と請求明細書を入力後、正常に保存できたにも関わらず、【請求情報作成】画面

で請求情報を作成しても請求情報が作成されない場合は、Windows の[インデックスサービス]が影響して

いる可能性があります。下記手順を参考に[インデックス サービス]を無効にしてください。 

【WindowsXP の場合】 

① 「スタート」ボタンより《マイコンピュータ》をクリックします。 

② 【マイコンピュータ】画面の上側、ツールバーにある「検索」ボタンをクリックします。  

③ 【マイコンピュータ】画面左側のメニューの最下にある[設定を変更する(G)]をクリックします。 

④ 左メニュー内にある[インデックス サービスを使わない]もしくは、[インデックスサービスを使う]をクリッ

クします。 

⑤ [インデックス サービスを有効にしますか？]の下にある[いいえ(N)]のラジオボタンをクリックし、「OK」

ボタンをクリックします。 
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6.  請求情報送信画面 
【請求情報送信】画面 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－よくある質問－ 

【質問１】 

請求情報送信時に以下のいずれかのエラーが発生して送信できません。 

・ 「（システムエラー）特定できないエラーです 

“RUN”メソッドは失敗しました。”IwshShell3”オブジェクト」  

・ 「URL  コード：537329665 その他内部エラーが発生しました。」  

・ 「（システムエラー）特定できないエラーです。システム管理者にご連絡下さい。

FUNCTIONinfoStartSendProgram0,ERROR NUMBER:-2147024894 

ERROR DESCRIPTION:'Run'メソッドは失敗しました：IWghShell3 オブジェクト”」 

【回答１】 

統合インストーラの内容が正しくインストールされていない可能性があります。電子請求受付システム

では、簡易入力システムの他に、請求情報を送信するためのソフトウェア（統合インストーラ）もインスト

ールする必要があります。電子請求受付システムの[ダウンロード]画面よりダウンロードし、インストー

ルしてください。ダウンロード及びインストール方法は、[導入マニュアル（事業所編）の P48 3.3. ダウ

ンロード及びセットアップ]以降を参照してください。 

 

【質問２】 

請求情報は作成済みだが、【請求情報送信】画面で送信を行うと「送信可能な情報はありません」とメッ

セージが表示されます。また、請求先国保連合会が表示されません。 

【回答２】 

【請求情報作成】画面で、請求情報を作成する際に入力した請求年月と、【請求情報送信】画面で入力

した請求年月が一致していない場合、このメッセージが表示されます。下記の例のとおり、請求年月は

同一の年月を設定してください。 

＜11 月に請求する際の正しい設定例＞ 

【請求情報作成】画面 請求年月日 平成 19 年 11 月 1 日 

【請求情報送信】画面 請求年月   平成 19 年 11 月 
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7.  送信情報取消し画面 
【送信情報取消し】画面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

－よくある質問－ 

【質問１】 

送信情報取消しを使用するときは、どのような場合でしょうか。 

【回答１】 

既に送信した請求情報を再度送信する場合、送信した請求情報を取消す必要があります。 

例えば 11 月の請求受付期間中に請求情報を送信したが、送信した情報に誤りがあることが判明したとい

う場合に、電子請求受付システムで取下げ依頼を行った後、簡易入力システムでこの[送信情報取消し]を

使用します。 

その後、誤りが判明した請求情報を修正した後、請求情報作成、請求情報送信を行います。 

請求情報作成を行う際には、修正したファイル名だけでなく、最初に送信したファイル名にもチェックを付け

て作成をしてください。 

この場合、取下げをしているため、誤りがなかった請求情報も送信されていないことになります。そのた

め、すべてまとめて作成して送信する必要があります。 
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付録１ 請求情報の再請求について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請求情報を送信後に、誤りがあることが判明した（請求受付期間内）

請求情報を送信後に、誤りがあることが判明した（請求受付期間外）

請求の翌月、返戻通知が届いた 

請求の翌月、決定した請求の取下げまたは修正を行いたい 

再請求に関して、よくある質問 

１．請求受付期間内の場合 ············· P24 参照 

２．請求受付期間外の場合 ············· P38 参照 

３．返戻となった場合 ················· P39 参照 

４．過誤の依頼を行う場合 ············· P58 参照 

５．再請求に関して、よくある質問 ····· P59 参照 
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1. 請求受付期間内の場合 
 

請求受付期間内に、送信した請求情報に不備があることが判明した場合、国保連合会による受付点検処
理が始まる前であれば、請求情報の取下げ依頼を行い、修正した請求情報を再度提出することができます。 
ここでは、一度送信した請求情報の取下げ依頼を行い、請求情報を修正し再度送信する操作方法につい

て説明します。 
 
（１） 電子請求受付システムで請求情報を「取下げ依頼」する 
一度送信した請求情報の取下げ依頼を行います。 

 
 
①《メインメニュー》より  をクリッ
クします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
②【照会一覧】画面が表示されます。 
取下げを行いたい請求情報の  
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③【請求情報詳細】画面が表示されます。 
内容を確認し  をクリック 
します。 

 
 
 
 
 
 

 
  
《取扱状況》欄が[到達]になると  
が表示されます。取扱状況が到達以外の場合
は、取下げ依頼を行うことができないため 

 が表示されません。 
 がない場合は当月中に再請求する

ことができませんので翌月結果通知が発行
されるまでお待ちください。 
（[P38 請求受付期間外の場合]参照） 

について 

操作マニュアル（事業所編） 
2.2.取下げ依頼 P28～30より 
抜粋 
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④【送信確認】画面が表示されます。 
内容を確認し、  をクリックす
ると、取下げ依頼内容が送信されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤【処理終了】画面が表示されます。 
取下げ依頼の結果（承認／否認）につい
ては、後でお知らせにて通知されます。 

 
※メールアドレスを国保連合会に登録し
ている場合のみメールでも通知されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥終了する場合は  をクリックし
ます。 

 
※請求の取下げはあくまでも依頼となり
ますので、結果の確認は必ず行ってくだ
さい。結果の確認方法については[P26 
Point! 請求取下げ依頼の結果確認]を
参照してください。 

 
 
 
 

 
 

◇補足◇ 
① 【処理終了】画面の印刷 

 をクリックします。 
② 【処理終了】画面の保存 

 をクリックし、保存先を
指定します。 
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以降の操作はご利用のシステムによって異なります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請求取下げ依頼の結果確認 

請求取下げ依頼後、結果の確認方法と結果の画面について説明します。 

1. P24の操作①～②までを行います。 
 
2. 取下げ依頼を行った請求の【請求情報詳細】画面
を表示します。 

 
3. 《取扱状況》《お知らせ》欄に請求取下げ依頼の結
果が表示されます。 

①取下げ結果の確認方法 

② 取下げ結果の画面紹介 

《取下げ依頼が承認された場合》 《取下げ依頼が否認された場合》 

  

簡易入力システムで請求情報を作成した場合 ･･･ P２７ へ 

他システムで請求情報を作成した場合 ･････････ P３７ へ 
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（２） 簡易入力システムで請求情報を作成した場合 
簡易入力システムで請求情報を作成した場合は、簡易入力システムで送信した情報を取消し、請求情
報を修正後、再度提出します。 
① 簡易入力システムで請求情報を「送信取消し」する 
簡易入力システムで、当月送信した請求情報を取消します。この操作を行うことにより、送信済み
の請求情報が取消しされます。 

 
①  をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②  をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③修正を行う対象の請求年月を確認し、

をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
④国保連合会へ送信した請求情報の件数等が
表示されますので、  をダブルクリック 
します。 
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⑤請求情報が緑色で表示されますので、

 をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑥【確認】画面が表示されますので、

 をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
⑦【情報】画面が表示されますので、

 をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
⑧  をクリックして画面を終了 
します。 
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② 簡易入力システムで請求情報を修正する 
簡易入力システムにて請求情報を作成している場合の請求情報の修正は、以下の手順になります。 

 
＜処理の流れ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項番 操作名 操作内容 

操作マニュアル 
（簡易入力／ 

障害福祉サービス編）

参照ページ 
1 請求情報入力 

(上図①) 
請求情報を修正します。 
・サービス提供実績記録票 
・請求明細書 
・サービス利用計画作成費 
・利用者負担上限額管理結果票 

 
P89 
P91 
P92 
P93 

2 請求情報作成 
(上図②) 

該当提供年月の請求情報をインターフェース形式に 
編集します。 

P94 

3 帳票印刷 
(上図③) 

請求情報を印刷します。(任意) 
※請求情報作成後に行わないと印刷できません。 

P97 

4 請求情報送信 
(上図④) 

請求情報を送信します。 P99 

 

② 

① 

④ 

③ 
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入力例：介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）を修正する場合 
 
【メインメニュー】画面 

①  をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）日数情報】画面 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
②【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）日数情報】画面で、  をクリックします。 
 
 

① 

②



簡易入力システム よくある質問集 

 31

 
【情報照会】画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③【情報照会】画面で、《提供年月》欄の開始日、終了日に[サービス提供年月]を入力します。 
※開始日、終了日に同一年月を設定すると、検索範囲が絞り込めます。 

 

④  をクリックします。 

 
⑤過去に作成した情報や作成途中で一時保存した情報が表示されます。 
該当する情報を選択します。（選択した行が青色になります。） 

 

⑥  をクリックします。 

③

④ 

⑤

⑥

該当情報をクリック
してください。 
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登録状態について 

【情報照会】画面の登録状態には、［作成済］［一時保存］［送信済］があります。 
 
【情報照会】画面 

・作成済 
・一時保存 
・送信済 

作 成 済：情報登録時の【確認】画面で、  をクリックした状態。 

請求情報作成対象となり、送信（請求）されます。 
 

一時保存：情報登録時の【確認】画面で、  をクリックした状態。 

請求情報作成対象となりません。 
 
送 信 済：請求情報送信を行った状態。 

再度、送信（請求）する場合は、情報登録時の【確認】画面で  

をクリックして、［作成済］にする必要があります。 

例【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）】画面    情報登録時の【確認】画面 
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【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）日数情報】画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦【情報照会】画面で選択した情報が表示されます。 

修正が必要な内容を修正し、  をクリックします。 

 
 
情報登録時の【確認】画面 

⑧入力内容のチェックが行われ、【確認】画面
が表示されます。 

  をクリックします。 

ボタンの操作については、[操作マニュアル
（簡易入力/障害福祉サービス編） P16 1.4.
基本操作方法 ②情報登録時の確認画面に
ついて]を参照してください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑦ 

⑧ 
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③ 簡易入力システムで請求情報を「作成し送信」する 
請求明細書とサービス提供実績記録票等の請求情報を修正後、請求情報の作成と送信を行います。 

 
【メインメニュー】画面 

①  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【請求情報作成】画面 

②【請求情報作成】画面で、《請求年月日》欄
を確認します。 

 
※最初に請求情報を送信した請求年月日で
ある必要はありません。 

 
 
③《ファイル名》欄から、請求情報を作成し
たい情報を１つ以上、チェックを付けます。 

 

④  をクリックします。 

 
 
※登録状態が［作成済］の情報を抽出し、
インタフェースに合わせたレイアウトに
変更します。 

 
 

②

③ 

④ 

請求情報作成後、作成した情
報の詳細を確認できます。 

① 
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受給者 提供年月 登録状態 作成/送信対象 

Ａさん 平成 19年 9月 作成済 ○ 

Ａさん 平成 19年 10月 作成済 ○ 

Ｂさん 平成 19年 9月 送信済 × 

Ｂさん 平成 19年 10月 一時保存 × 

Ｃさん 平成 19年 9月 一時保存 × 

Ｃさん 平成 19年 10月 作成済 ○ 
 
 
 
 

【請求情報作成】画面で  をクリックした際は、サービス提供年月にかかわらず、登録

状態が［作成済］の情報を抽出します。 

送信（請求）したくない情報がある場合は、請求情報入力後、  をクリックして 

ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下に、請求年月を 11月とした場合の、登録状態による請求情報作成／送信対象を記載します。

（凡例 ○：作成／送信対象、×：作成／送信対象となりません）

請求情報作成の抽出条件について 

例 【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）】画面   情報登録時の【確認】画面 
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【メインメニュー】画面 

⑤  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【請求情報送信】画面 

⑥【請求情報送信】画面で、《方式》欄に 
[伝送]を選択します。 

 
⑦《区分》欄に[本番運用]を選択します。 
 
⑧《送信》欄に[新規]を選択します。 
 
⑨《請求年月》欄に[請求年月]を入力します。 

 
※ここで入力する年月は、【請求情報作
成】画面で設定した請求年月日の年月
と同一の年月になります。 

 

⑩  をクリックします。 

 
その後ログイン画面が表示されるので、電子
請求受付システムの本番ＩＤ、パスワードを
入力して、請求情報の送信を行ってください。 
 

⑦ ⑧ 
⑨ 

⑩ 

《請求先国保連合会》が表示されているか 
確認してください。 

⑤

⑥ 
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（３） 他システムで請求情報を作成した場合 
簡易入力システム以外のシステムで請求情報を作成している場合、ご利用のシステムで請求情報を修
正し、簡易入力システムで［請求情報取込み・チェック］⇒［請求情報送信］を行ってください。 

 
＜処理の流れ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項番 操作名 操作内容 

操作マニュアル
（簡易入力／ 

障害福祉サービス編）

参照ページ 
1 請求情報取込み・チェック 

(上図①) 
ご利用のシステムで作成した、請求情報を
取込み、チェックを行います。 

P104 

2 請求情報送信 
(上図②) 

請求情報を送信します。 P99 

 
 
※操作方法については、［操作マニュアル(簡易入力／障害福祉サービス編） P104 7．他システムに 
ＣＳＶ形式の請求情報の取込み、送信方法]を参照してください。 

② ① 
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2. 請求受付期間外の場合 
請求受付期間外に、送信した請求情報に誤りが判明した場合は、当月中に再請求することはできません。
この場合には以下の流れとなります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

請求翌月に結果通知が発行される 

翌月に返戻等一覧表が通知された場合は返戻内容を修正し、 
再請求を行う 

誤った請求で決定されてしまった場合は取下げの依頼を行う 

３．返戻となった場合 ·················P39 参照 

４．過誤の依頼を行う場合 ·············P58 参照 
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3. 返戻となった場合 
事業所が送信した請求情報等については、国保連合会における点検及び市町村における審査により、内
容に誤り等があった場合、「返戻（差し戻し）」となり、「返戻等一覧表」（請求明細書、サービス利用計画
作成費請求書、サービス提供実績記録票、または利用者負担上限額管理結果票 が「返戻」となったものを
お知らせする通知）が通知されます。（すべての請求情報等が正当となった場合には、「返戻等一覧表」は
通知されません。） 
以下に、返戻となった請求情報等について、修正を行い再請求する方法を示します。 

 
 
返戻等一覧表（サンプル） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
返戻時に再送信が必要な情報は以下のとおりとなります。 

指定事業所 
基準該当事業所 

相談支援事業所 留意点 

請求明細書 
サービス提供実績記録票 
 

－ 

・返戻となった請求明細書を修正し、再送す
る場合には、サービス提供実績記録票を合
わせて提出する必要があります。 
・サービス提供実績記録票のみが返戻となっ
た場合には、サービス提供実績記録票を修
正し、提出します。 

－ 
サービス利用計画作成費
請求書 

－ 

利用者負担上限額管理 
結果票 

利用者負担上限額管理 
結果票 

上限額管理事業所であり、かつ上限額管理結
果票が返戻となった場合に、提出する必要が
あります。 

 
※通常、請求明細書情報が返戻となった場合、サービス提供実績記録票情報は「PP19:実績記録票に該当
するサービスが明細書にありません」により、返戻となります。 
※同一の請求情報等を何度も送信した場合、２回目以降の情報はすべて「ED01：基本情報が重複してい
ます」により返戻となります。この場合、最初に送信した請求情報により支払が行われますので、この
内容に誤りがなければ、再請求する必要はありません。 
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（１） 簡易入力システムで請求情報を作成した場合 
簡易入力システムで請求情報を作成している場合、返戻等により再請求が必要となった請求情報の
修正は、以下の手順になります。 
① 簡易入力システムで請求情報を修正する 
簡易入力システムにて請求情報を作成している場合の請求情報の修正は、以下の手順になります。 

 
＜処理の流れ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項番 操作名 操作内容 

操作マニュアル 
（簡易入力／ 

障害福祉サービス編）

参照ページ 

請求情報の登録状態 

1 請求情報入力 
(上図①) 
 

返戻となった請求情報を
修正します。 
・サービス提供実績記録票
・請求明細書 
・サービス利用計画作成費
・利用者負担上限額管理 
結果票 

 
 

P89 
P91 
P92 
P93 

［送信済］⇒［作成済］に変わり
ます。 
 
 

2 請求情報作成 
(上図②) 

該当提供年月の請求情報
をインターフェース形式
に編集します。 

P94 ［作成済］から請求情報を送信で
きる形式に変換します。 

3 帳票印刷 
(上図③) 

請求情報を印刷します。 
(任意) 
 
※請求情報作成後に行わ
ないと印刷できません。

P97 

－ 

4 請求情報送信 
(上図④) 

請求情報を送信します。 P99 ［作成済］⇒［送信済］に変わり
ます。 

② 

① 

④ 

③ 
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＜操作方法＞ 
入力例：介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）を修正する場合 
 
【メインメニュー】画面 

①  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）日数情報】画面 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
②【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）日数情報】画面で、  をクリックします。 
 
 

①

② 
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【情報照会】画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③【情報照会】画面で、《提供年月》欄の開始日、終了日に返戻等一覧表に記載されている 

[サービス提供年月]を入力します。 
※開始日、終了日に同一年月を設定すると、検索範囲が絞り込めます。 

 

④  をクリックします。 

 
⑤過去に作成した情報や作成途中で一時保存した情報が表示されます。 
該当する情報を選択します。（選択した行が青色になります。） 

 

⑥  をクリックします。

③

④ 

⑤

⑥

該当情報をクリック
してください。 
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登録状態について 

【情報照会】画面の登録状態には、［作成済］［一時保存］［送信済］があります。 
 
【情報照会】画面 

・作成済 
・一時保存 
・送信済 

作 成 済：情報登録時の【確認】画面で、  をクリックした状態。 

請求情報作成対象となり、送信（請求）されます。 
 
一時保存：情報登録時の【確認】画面で、  をクリックした状態。 

請求情報作成対象となりません。 
 
送 信 済：請求情報送信を行った状態。 

再度、送信（請求）する場合は、情報登録時の【確認】画面で  

をクリックして、［作成済］にする必要があります。 

例【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）】画面    情報登録時の【確認】画面
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【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）日計情報】画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦【情報照会】画面で選択した情報が表示されます。 

修正が必要な内容を修正し、  をクリックします。 

 
 
情報登録時の【確認】画面 

⑧入力内容のチェックが行われ、【確認】画面
が表示されます。 

 をクリックします。 

ボタンの操作については、[操作マニュアル
（簡易入力/障害福祉サービス編） P16 1.4.
基本操作方法 ②情報登録時の確認画面に
ついて]を参照してください。 

＜注意＞ 
 
 
 
 
 
 
 

⑦

⑧ 

請求明細書を送信する場合は、サービス提供実績記録票も合わせて送信す
る必要があります。 
次ページからの「入力例：居宅介護サービス提供実績記録票を修正する場
合」を参考に【サービス提供実績記録票】入力画面で該当する情報を照会
し、登録処理を実施してください。 
 
また、請求明細書を修正した際に、利用者負担額等に変更が生じた場合は、
上限額管理結果票も合わせて送信する必要があります。 
P51からの「入力例：利用者負担上限額管理結果票入力を修正する場合」
を参考に【利用者負担上限額管理結果票】入力画面で該当する情報を照会
し、登録処理を実施してください。 
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入力例：居宅介護サービス提供実績記録票を修正する場合 
 
【メインメニュー】画面 

①  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【サービス提供実績記録票入力】画面 
②  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①

② 
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【居宅介護サービス提供実績記録票】画面 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
③【居宅介護サービス提供実績記録票】画面で、  をクリックします。 
 
【情報照会】画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④【情報照会】画面で、《提供年月》欄の開始日、終了日に返戻等一覧表に記載されている[サービス提供年
月]を入力します。 
※開始日、終了日に同一年月を設定すると、検索範囲が絞り込めます。 

 

⑤  をクリックします。 
 
⑥過去に作成した情報や作成途中で一時保存した情報が表示されます。 
該当する情報を選択します。（選択した行が青色になります。） 

 

⑦  をクリックします。 

④

⑤ 

⑥

⑦

該当情報をクリック
してください。 

③
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【居宅介護サービス提供実績記録票】画面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑧【情報照会】画面で選択した情報が表示されます。 

修正が必要な内容を修正し、  をクリックします。 

 

※サービス提供実績記録票の修正が必要ない場合は、そのまま  をクリックしてください。 

 
 
情報登録時の【確認】画面 

⑨入力内容のチェックが行われ、【確認】画面
が表示されます。 

 をクリックします。 
ボタンの操作については、[操作マニュアル
（簡易入力/障害福祉サービス編） P16 1.4.
基本操作方法 ②情報登録時の確認画面に
ついて]を参照してください。 

 
 

⑧ 

⑨ 
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入力例：サービス利用計画作成費請求書を修正する場合 
 
【メインメニュー】画面 

①  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【サービス利用計画作成費請求書入力】画面 

 
 
②【サービス利用計画作成費請求書入力】画面で、  をクリックします。 
 

① 

②
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【情報照会】画面 

 
 
③【情報照会】画面で、《提供年月》欄の開始日、終了日に[サービス提供年月]を入力します。 
※開始日、終了日に同一年月を設定すると、検索範囲が絞り込めます。 

 

④  をクリックします。 

 
⑤過去に作成した情報や作成途中で一時保存した情報が表示されます。 
 該当する情報を選択します。（選択した行が青色になります。） 
 

⑥  をクリックします。 

④ 

⑤

⑥

③

該当情報をクリック
してください。 
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【サービス利用計画作成費請求書入力】画面 

 
 
⑦【情報照会】画面で選択した情報が表示されます。 

修正が必要な内容を修正し、  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
情報登録時の【確認】画面 

⑧入力内容のチェックが行われ、【確認】画面
が表示されます。 

 をクリックします。 

ボタンの操作については、[操作マニュアル
（簡易入力/障害福祉サービス編） P16 1.4.
基本操作方法 ②情報登録時の確認画面に
ついて]を参照してください。 

⑧ 

⑦ 

 
  
サービス利用計画作成費の修正については、修正対象となっている受給者の明細情報
を修正するとともに、修正対象となっていない受給者の明細情報は、削除して登録し
てください。 
修正対象となっていない受給者の明細情報を削除せず送信した場合は、既に支払決定
されているため国保連合会による点検処理で重複エラーとなります。 
 
例：受給者の明細が 3名分あり、No.2と No.3が返戻となった場合、 
修正対象となっていない No.1の受給者の明細をダブルクリックし、 
明細削除ボタンで削除します。 

 

サービス利用計画作成費の修正 
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入力例：利用者負担上限額管理結果票入力を修正する場合 
 
【メインメニュー】画面 

①  をクリック 

します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【利用者負担上限額管理結果票】画面 

  
 
②【利用者負担上限額管理結果票】画面で、  をクリックします。 
 

①

②
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【情報照会】画面 

 
 
③【情報照会】画面で、《提供年月》欄の開始日、終了日に[サービス提供年月]を入力します。 
※開始日、終了日に同一年月を設定すると、検索範囲が絞り込めます。 

 

④  をクリックします。 

 
⑤過去に作成した情報や作成途中で一時保存した情報が表示されます。 
 該当する情報を選択します。（選択した行が青色になります。） 
 

⑥  をクリックします。 

④ 

⑤

⑥

③

該当情報をクリック
してください。 
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【利用者負担上限額管理結果票】画面 

 
 
 
⑦【情報照会】画面で選択した情報が表示されます。 

修正が必要な内容を修正し、  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
情報登録時の【確認】画面 

⑧入力内容のチェックが行われ、【確認】画面
が表示されます。 

 をクリックします。 

ボタンの操作については、[操作マニュアル
（簡易入力/障害福祉サービス編） P16 1.4.
基本操作方法 ②情報登録時の確認画面に
ついて]を参照してください。 

 
 

⑧ 

⑦

 
  
情報作成区分については、上限額管理結果票自体の返戻の状況等で以下のとおりに設定
してください。 
 
新規･･･上限額管理結果票について返戻となった場合 
修正･･･上限額管理結果票については返戻となっていないが、請求明細書のエラー修正

で利用者負担額等が変更となった場合に、上限額管理結果票の修正が必要とな
った場合 

取消･･･国保連合会に送信し、返戻とならなかった上限額管理結果票の情報を取消する
場合 

情報作成区分について 
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② 簡易入力システムで請求情報を「作成し送信」する 

請求明細書とサービス提供実績記録票の情報を修正後、請求情報の作成と送信を行います。 
 
【メインメニュー】画面 

①  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【請求情報作成】画面 

②請求情報入力後、【請求情報作成】画面で、
《請求年月日》欄を入力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③《ファイル名》欄から、請求情報を作成し
たい情報を１つ以上、チェックを付けます。 

 

④  をクリックします。 

 
※登録状態が［作成済］の情報を抽出し、 
インターフェースに合わせたレイアウトに
変更します。 

 
 

②

③ 

④ 

請求情報作成後、作成した情
報の詳細を確認できます。 

① 

 
  
返戻等で翌月に請求情報を再度送信す
る際の請求年月は以下のとおりです。 
 
請求年月日･･･今回、請求情報を送信 

する月 

請求年月について 
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受給者 提供年月 登録状態 作成/送信対象 

Ａさん 平成 19年 9月 作成済 ○ 

Ａさん 平成 19年 10月 作成済 ○ 

Ｂさん 平成 19年 9月 送信済 × 

Ｂさん 平成 19年 10月 一時保存 × 

Ｃさん 平成 19年 9月 一時保存 × 

Ｃさん 平成 19年 10月 作成済 ○ 
 
 
 
 
 
 
 

請求情報作成の抽出条件について 

提供年月にかかわらず、登録情報が［作成済］の情報を抽出します。 
送信（請求）したくない情報がある場合は、請求情報入力後、  をクリックして 
ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以下に、請求年月を 11月とした場合の、登録状態による請求情報作成／送信対象を記載します。

（凡例 ○：作成／送信対象、×：作成／送信対象となりません）

 

例【介護給付費・訓練等給付費等明細書（様式第二）】画面   情報登録時の【確認】画面 
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【メインメニュー】画面 

⑤  をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【請求情報送信】画面 

⑥【請求情報送信】画面で、《方式》欄に[伝
送]を選択します。 

 
⑦《区分》欄に[本番運用]を選択します。 
 
⑧《送信》欄に[新規]を選択します。 
 
⑨《請求年月》欄に[請求年月]を入力します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑩  をクリックします。 

 
その後ログイン画面が表示されるので、電子
請求受付システムの本番ＩＤ、パスワードを
入力して、請求情報の送信を行ってください。 
 

⑦ 
⑧ ⑨ 

⑩ 

《請求先国保連合会》が表示されているか
確認してください。 

⑤

⑥ 

 
  
返戻等で翌月に請求情報を再度送信す
る際の請求年月は以下のとおりです。 
 
請求年月日･･･今回、請求情報を送信 

する月 

請求年月について 



簡易入力システム よくある質問集 

 57

（２） 他システムで請求情報を作成した場合 
簡易入力システム以外のシステムで請求情報を作成している場合、ご利用のシステムで請求情報を
修正し、簡易入力システムで［請求情報取込み・チェック］⇒［請求情報送信］を行ってください。 

 
＜処理の流れ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項番 操作名 操作内容 

操作マニュアル 
（簡易入力／ 

障害福祉サービス編） 

参照ページ 
1 請求情報取込み・チェック

(上図①) 
ご利用のシステムで作成した、請求情報
を取込み、チェックを行います。 

P104 
 

2 請求情報送信 
(上図②) 

請求情報を送信します。 P99 

 
 

 
※操作方法については、［操作マニュアル（簡易入力／障害福祉サービス編） P104 7．他システムに 
ＣＳＶ形式の請求情報の取込み、送信方法]を参照してください。 

 

② ① 
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4. 過誤の依頼を行う場合 
事業所等は、請求明細書等の記載誤り等によって、実際のサービス提供実績とは異なる金額の支払いが行
われた場合、介護給付費・訓練等給付費の取下げを行い、再請求することができます（支払決定済みの請求
のみ取下げ可能）。取下げを行う場合、市町村にその旨を連絡し、国保連合会に過誤申立てを行うよう依頼し
ます。 

 
※ここに記載されている「取下げ」とは、電子請求受付システムで行うことができる「請求取下げ依頼」
とは異なります。過誤による請求の取下げを行う場合、電子請求受付システムは利用しません。 
※市町村へ過誤による請求の取下げ依頼を行う手続きについては、各市町村によって異なりますので、受
給者が居住する市町村での取扱いをご確認の上、手続きを行ってください。 
※過誤の結果は、通常の支払決定通知書等と同様に、電子請求受付システムより通知されます。 
※過誤による請求取下げ後の再請求の方法については、「3.返戻となった場合」と同様の手順になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

請求翌月に支払決定通知書等を確認した際、実際のサービス
提供実績とは異なる金額の請求を発見した 

市町村へ過誤取下げの依頼を行う 

電子請求受付システムより過誤決定通知書を取得する 

必要に応じて、再請求を行う 

３．返戻となった場合 ················· P39 参照 
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5. 再請求に関して、よくある質問 
 
 

･･･不要な情報が請求情報作成で作成された場合、送信しないようにしたい 
 

･･･請求情報入力画面にて  をクリックすることで、送信されなくなりま
す。 

 
 
①請求情報入力画面を表示し、  を 
クリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②送信しない請求情報をクリックし  
をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③ 修正し、  をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④  をクリックします。 
 



簡易入力システム よくある質問集 

 60 

 
 

･･･過誤取下げを依頼した請求の再請求分と当月請求分は 

同時に作成・送信できますか？ 
 

･･･簡易入力システムで請求情報を作成する場合、サービス提供が異なる月の請求を、
まとめて送信するため、同時に作成・送信することができます。その際、請求年
月は実際に請求する年月となりますのでご注意ください。 

 
 

 
 
 

･･･「実績記録票がありません。」というエラーにより返戻となりました。 

 
･･･明細書に対する正しいサービス提供実績記録票が送信されていないために、エラ
ーとなっております。（エラーメッセージ：「PP15 明細書のサービスに該当する
実績記録票がありません。」） 
簡易入力システムを利用して請求情報を作成した場合、送信される情報は、【請求
情報作成】画面で最後に請求情報を作成した情報のみになります。 
例えば、サービス提供実績記録票のみを先に入力し、印刷したサービス提供実績
記録票を見ながら請求明細書を入力して送信したいという場合は、以下の手順に
なっているか注意してください。 
 
 ① サービス提供実績記録票を入力する。 
 ② 請求情報を作成する。（サービス提供実績記録票にチェック） 
 ③ 請求情報を印刷する。 
 ④ 印刷したサービス提供実績記録票を見ながら、請求明細書を入力する。 
 ⑤ 請求情報を作成する。（請求明細書、サービス提供実績記録票にチェック） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⑥ 請求情報を送信する。 
 
上記の⑤では、サービス提供実績記録票にもチェックをつける必要があります。 
②で作成されたサービス提供実績記録票の情報は、⑤を行うことによって削除さ
れてしまいますのでサービス提供実績記録票を含め、再度送信する請求情報を作
成する必要があります。 
そのため、必ず送信したいファイル名すべてにチェックをつけてください。 
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付録２ 入力事例集 

1. サービス提供実績記録票 

1.1. 居宅介護 
①通常のサービスの場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 目 内 容 

No 行の途中に実績情報を追加する場合に、行番号を入力し

ます。 

提供通番 同じ日付、サービス内容、回数毎に自動で表示します。 

変更する場合は、直接入力します。 

日付 サービスを提供した日付を入力します。 

回数 二人派遣で時間がずれた場合や同じ日に同じサービス内

容でヘルパー資格が異なるサービスを提供した場合等

に、回数を増加して入力します。 

サービス内容 [身体] [通院(伴う)] [家事] [通院(伴ず)] [乗降]のいず

れかを入力します。 

運転 運転があった場合、[運転]を入力します。 

ヘルパー資格 [１・２級等] [３級等] [重訪]のいずれかを入力します。 

 

日付、サービス内容、ヘルパー資格、
開始時間、終了時間、提供時間数(分
数)、派遣人数を設定します。 
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項 目 内 容 

サービス提供時間 サービスを提供した開始時間と終了時間を入力します。 

提供時間数 サービスを提供した時間のうち、サービス提供時間数(単

位：分)と乗降回数を入力します。 

サービス提供時間から自動で表示された算定時間数が、

実際に請求する算定時間と異なる場合、提供時間数を修

正することにより、算定時間数を変更することができます。 

算定時間数 提供通番毎にサービス提供時間を合計して自動で表示

します(単位：時間)。 

派遣人数 サービスを提供した人数を入力します。 

前月継続サービス 前月からの継続サービスであった場合、[継続]を入力しま

す。 

備考 特記事項を入力します。 
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②重度訪問介護研修修了者が提供した場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

減算対象となる従業者によりサービス提供した場合は、《ヘルパー資格》欄に該当す
るヘルパー資格を設定します。 
重度訪問介護研修修了者の場合は[重訪]を選択します。 
3級ヘルパー等の場合は[3級等]を選択します。 
初期値は[1･2級等]となっています。 

 

《ヘルパー資格》欄に
[重訪]を設定します。 
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③通院等乗降介助中心のサービスの場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

通院等乗降介助中心のサービスを提供した場合、《サービス内容》に[乗降]を設定しま
す。 
《乗降》欄には、乗降回数を設定します。 
《提供時間数(分数)》の設定はできません。 

 

サービス内容が[乗降]
の場合は、乗降回数を
設定します。 
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④2人派遣でヘルパーの派遣時間が同一の場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2人派遣でヘルパーの派遣時間が同一の場合、派遣人数に[2]を設定します。 
提供時間数(分数)は 1人分の時間数を設定します。 

 

提供時間数(分数)は、1
人分の提供時間数を設
定します。 

《派遣人数》欄に[2]を
設定します。 
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⑤2人派遣で派遣時間がずれた場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提供通番はそれぞれ異なる
番号を設定します。 

2人派遣で派遣時間がずれた場合は、2行に分けて設定します。 
1行目は全体の通算時間を設定し、2行目はヘルパーが重複している時間帯を設定 
します。 
この時、《回数》欄にはヘルパー毎にサービス提供回数を設定(ヘルパー1人目に[1]、2
人目に[2]を設定)し、派遣人数は行ごとに[1]を設定します。また、提供通番にはそれ
ぞれ異なる番号を設定します。 

1行目は全体の通算時間を設定します。 
2 行目はヘルパーが重複している時間帯を設定しま
す。 

《回数》欄に回数を
設定します。 
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⑥ヘルパー要件が異なる 2人派遣で、派遣時間がずれた場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2人派遣で 1人目と 2人目のへルパー資格が異なる場合は、それぞれ行を分けて設定 
します。 
提供通番は異なる番号を設定します。 
《回数》欄には、1行目の実績に[1]を設定し、2行目の実績には[2]を設定します。 

 

提供通番はそれぞれ異なる
番号で設定します。 

ヘルパー資格が異なる場合は、それぞれ行を分けて
設定します。 

《回数》欄に回数
を設定します。 
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⑦運転時間ありの場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《運転》欄に[運転]を
設定します。 

提供通番はすべて同一の番号を設定します。 

運転時間中の実績を
入力します。 

運転時間を含め、3行明細を入力する必要があります。 
10:00～11:30までが連続した 1回のサービス提供となるため、提供通番にはすべて 
同一の番号を設定します。 
運転時間中の実績については、《運転》欄に[運転]を設定します。 
運転時間は算定時間に含まれません。 
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⑧空き時間がある場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サービス提供の間隔が 2時間未満のため、提供通番はすべて
同一の番号を設定します。 

空き時間を除いたサービス
を設定します。 

サービス提供の間隔が 2時間未満の場合、5:00～10:00までを連続した 1回のサービ
ス提供として取り扱うため、提供通番にはすべて同一の番号を設定します。 
空き時間は設定しません。 
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⑨空き時間が複数ある場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サービス提供の間隔が 2時間未満のため、提供通番はすべて
同一の番号を設定します。 

空き時間を除いたサービス
を設定します。 

サービス提供の間隔が 2時間未満の場合、5:00～10:00までが連続した 1回のサービス
提供となるため、提供通番にはすべて同一の番号を設定します。 
空き時間は設定しません。 
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⑩運転時間あり、かつ空き時間がある場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《運転》欄に
[運転]を設定
します。 

提供通番はすべて同一の番号を設定します。 
運転中の時間を入力
します。 

サービス提供の間隔が 2時間未満の場合、4:30～9:45までを連続した 1回のサービス
提供として取り扱うため、提供通番にはすべて同一の番号を設定します。 
運転時間を含めて明細を入力する必要があります。《運転》欄に[運転]を設定します。
運転時間は算定時間に含まれません。空き時間は設定しません。 
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⑪0時をまたがってサービスを提供した場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開始時間、終了時間には 0 時を
またがる時間(実際にサービス
を提供した時間)を設定します。

0時をまたがっていても 1行で設定します。

0時をまたがるサービス提供を行った場合、前日分、翌日分に分けずに 1行で設定 
します。 
サービス提供時間には、実際にサービスを開始した時間と終了した時間を設定します。 
日付はサービスの開始時間の属する日付を設定します。 
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⑫月をまたがってサービスを提供した場合 
<当月分(10月分)の実績記録票> 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<翌月分(11月分)の実績記録票> 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<当月分(10月分)の簡易入力の実績記録票> 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月をまたがった場合は、終了時間
を 0時で区切って設定します。 

月をまたがった場合、0時で分けて設定します。 
0時前までに提供した分を当月分として設定します。
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<翌月分(11月分)の簡易入力の実績記録票> 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提供通番はすべて同一の
番号を設定します。 

前月サービス提供分と翌月初日にわ
たって継続しているサービスの合わ
せて 2行を設定します。 

《前月からの継続サービ
ス》欄に[継続]を設定しま
す。 

当月(10月)末日から翌月(11月)初日にかけてサービス提供を行った場合、当月分(10
月分)と翌月分(11月分)に分けてそれぞれ実績記録票を設定します。 
当月分の実績記録票には当月分のサービス提供のみを設定します。 
翌月分の実績記録票には前月サービス提供分と翌月初日にわたって継続しているサ
ービス提供分の合わせて 2 行を設定します。このとき、これらのサービスは一連の
サービスとして設定することになるため、前月からの継続サービスと翌月初日のサ
ービスの提供通番は同一番号になります。 
翌月(11月)分の実績記録票における前月からの継続サービスについては、《前月から
の継続サービス》欄に[継続]を設定します。 

 



簡易入力システム よくある質問集 

 75

⑬最小単位(30分)で月をまたがってサービス提供した場合 
<当月分(10月分)の実績記録票> 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<翌月分(11月分)の実績記録票> 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<当月分(10月分)の簡易入力の実績記録票> 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

最小単位(30 分)になるよ
う終了時間を設定します。

最小単位(30分)で月をまたがった場合、0時で分けず
にまたがった時間分は開始時間が属する日の分とし
て 1行設定します。 
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<翌月分(11月分)の簡易入力の実績記録票> 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

提供通番はすべて同一
の番号を設定します。 

《前月からの継続サービス》
欄に[継続]を設定します。 

前月サービス提供分と翌月初日にわ
たって継続しているサービスの合わ
せて 2行を設定します。 

最小単位(30分)で月をまたがった場合、0時で分けずにまたがった時間分は開始時間
が属する日の分として設定します。 
 
その他の設定方法は「⑫月をまたがってサービスを提供した場合」と同様です。 
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⑭15分の提供で、0.5時間を算定する場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開始時間、終了時間には実際に
サービスを提供した時間を設定
します。 

提供時間数の最初の 30 分について、20 分未満の場合は原則として報酬算定できま
せん。 
提供時間数が 20分未満で、算定時間数を 0.5にしたい場合は、提供時間数を 30分
として設定します。  

 

《提供時間数(分数)》には
30分を設定します。 
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1.2. 重度訪問介護 
①1日に複数回のサービスを提供した場合 
  <従来の請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日付、開始時間、終了時間、提供時
間数(分数)、派遣人数を設定します。 

提供通番はすべて同一の番
号を設定します。 



簡易入力システム よくある質問集 

 79

 
項 目 内 容 

No 行の途中に実績情報を追加する場合に、行番号を入力します。 

提供通番 同じ日付、サービス内容、回数毎に自動で表示します。 

変更する場合は、直接入力します。 

日付 サービスを提供した日付を入力します。 

回数 二人派遣で時間がずれた場合に、回数を増加して入力します。 

サービス提供時間 サービスを提供した開始時間と終了時間を入力します。 

提供時間数 サービスを提供した時間のうち、サービス提供時間数(単位：分)と

移動にかかった時間(単位：分)を入力します。 

サービス提供時間から自動で表示された算定時間数が、実際に

請求する算定時間と異なる場合、提供時間数を修正することによ

り、算定時間数を変更することができます。 

算定時間数 提供通番毎にサービス提供時間を合計して自動で表示します(単

位：時間)。 

派遣人数 サービスを提供した人数を入力します。 

備考 特記事項を入力します。 

 
 
 
 
 
 同一日に提供したサービスについては、提供通番にすべて同一の番号を設定します。
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②移動介護を提供した場合 
  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同一日に提供したサービスについては、提供通番にすべて同一の番号を設定します。 
《提供時間数(移動)》欄に移動時間を入力します。 

 

提供通番はすべて同一の番
号を設定します。 

《提供時間数(移動)》欄に移
動時間を設定します。 
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③2人派遣でヘルパーの派遣時間が同一の場合 
  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供時間数(分数)は、1 人分
の提供時間を設定します。 

《派遣人数》欄に[2]を
設定します。 

2人派遣でヘルパーの派遣時間が同一の場合、派遣人数に[2]を設定します。 
提供時間数(分数)は 1人分の時間数を設定します。 
同一日に提供したサービスについては、提供通番にすべて同一の番号を設定します。

 

提供通番はすべて同一の番号を設定します。 
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④2人派遣で派遣時間がずれた場合 
  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《回数》欄に回数
を設定します。 

提供通番はそれぞれ異なる
番号を設定します。 

1行目は全体の通算時間を設定します。 
2 行目はヘルパーが重複している時間帯を設定しま
す。 

2人派遣で派遣時間がずれた場合は、2行に分けて設定します。 
1行目は全体の通算時間数を設定し、2行目はヘルパーが重複している時間帯を 
設定します。 
この時、《回数》欄には、1 行目に[1]、2 行目に［2］を設定し、派遣人数は行ごと
に[1]を設定します。 
また、提供通番にはそれぞれ異なる番号を設定します。 
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⑤13時間以上の提供で、かつ 0時をまたがってサービスを提供した場合 
  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供通番はそれぞれ異なる
番号を設定します。 

0時をまたがった場合は、 
2行に分けて設定します。 

終了時間は 0 時で区切って
設定します。 

0時をまたがるサービス提供を行った場合は、前日分、翌日分に分けて 2行で設定 
します。 
提供通番にはそれぞれ異なる番号を設定します。 
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⑥最小単位(1時間)で 0時をまたがってサービスを提供した場合 
  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最小単位(1 時間)になるよ
うに終了時間を設定しま
す。 

0時をまたがった場合は、 
2行に分けて設定します。 

提供通番はそれぞれ異なる
番号を設定します。 

0時をまたがるサービス提供を行った場合は、前日分、翌日分に分けて 2行で設定 
します。 
最小単位(1時間)で日をまたがった場合、またがった時間分はサービスの開始時間 
の属する日付を設定します。 
提供通番にはそれぞれ異なる番号を設定します。 
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⑦0時をまたがって複数サービスを提供した場合 
  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了時間は 0 時で区切って
設定します。 

0 時をまたがった場合は、2
行に分けて設定します。 

0時をまたがるサービス提供を行った場合は、前日分、翌日分に分けて 2行で設定 
します。 
2日目の提供分は通算して算定されるため、提供通番は同一の番号を設定します。 

 

2 日目の提供分は通算して算定されるた
め、提供通番は同一の番号を設定します。
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⑧0時をまたがって、サービスを終了する場合 
 <当初は 23:00～翌日 2:00 までのサービスを計画していたが、急遽、入院等により、翌日 0:30 でサービスを 

終了した場合> 

  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0時をまたがるサービス提供を行った場合は、前日分、翌日分に分けて 2行で設定 
します。 
上記サービスの場合、翌日分 0:00～0:30のサービスの提供分については、「概ね 40
分以上」に該当しないため、実績記録票には設定しません。 

 

終了時間は 0 時で区切って
設定します。 
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⑨2.5時間の提供で 3時間を算定する場合 
  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供時間数の端数が 40分未満の場合は原則として報酬算定できません。 
たとえば提供時間数が 2.5時間で、算定時間数を 3時間にしたい場合は、提供時間
数を 180分として設定します。 

 

開始時間、終了時間には実際に
サービスを提供した時間を設定
します。 

《提供時間数(分数)》に
は 180分を設定します。 
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1.3. 居住系 
①月の途中（5日）に入居し、サービスを提供した場合(共同生活介護) 
  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供回数：実際にサービス提供を行った場合
に[1]を設定します。 

算定回数：請求できる回数内でサービス提供
を行った場合に[1]を設定します。

入所日を設定した場合は、
入所日以降から設定可能
となります。 
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項 目 内 容 

入所日 共同生活住居に入所した日を入力します。 

退所日 共同生活住居から退所した日を入力します。 

日付 当該月の日付を表示します。 

サービス提供の状況 [空白] [入院] [外泊] [入院→外泊] [外泊→入院] [入院→共

同生活住居に戻る→外泊] [外泊→共同生活住居に戻る→入院]

のいずれかを入力します。 

夜間支援体制加算 加算を算定する場合、[１]を入力します。 

入院時支援特別加算

(提供回数) 

加算の算定要件を満たす支援を行った場合、[１]を入力します。 

入院時支援特別加算

(算定回数) 

入院時支援特別加算について報酬上算定できる場合、[１]を入力

します。 

帰宅時支援加算 

(提供回数) 

加算の算定要件を満たす支援を行った場合、[１]を入力します。 

帰宅時支援加算 

(算定回数) 

帰宅時支援加算について報酬上算定できる場合、[１]を入力しま

す。 

自立生活支援加算 加算を算定する場合、[１]を入力します。 

日中介護等支援加算

(提供回数) 

加算の算定要件を満たす支援を行った場合、[１]を入力します。 

日中介護等支援加算

(算定回数) 

日中介護等支援加算について報酬上算定できる場合、[１]を入力

します。 

備考 特記事項を入力します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間支援体制加算は、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の
支援を提供できる体制を確保しているものとして、都道府県知事が認めた指定共同生
活介護事業所(経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所を除く)において、指定
共同生活介護を行った場合に[1]を設定します。 
 
自立生活支援加算は、居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者
に対して、個別支援計画に基づき、単身生活等への移行に向けた相談支援等を行った
場合に[1]を設定します。(180日を限度とする。) 
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②退所後に地域移行加算を請求する場合で、退所月と退所後における加算の算定月が異なる 
場合(施設入所支援) 

  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退所日、退所後算定日のみ
設定します。 
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項 目 内 容 

退所日 施設から退所した日を入力します。 

退所後算定日 当該月における退所後の算定日を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退所後に地域移行加算を請求する場合で、退所月と退所後における加算の算定月
が異なる場合は、《地域移行支援加算》欄の退所日、退所後算定日のみ設定しま
す。（退所時特別支援加算についても同様です。） 
 
明細情報は設定しません。 
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1.4. 日中活動系 
①家庭連携加算、訪問支援特別加算を算定する場合 (児童デイサービス) 
  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供時間数が 1時間未満の
場合、算定時間数には[1]
が設定できます。 

提供時間数が 1時間を超え
る場合、算定時間数には[2]
が設定できます。 

家庭連携加算、訪問支援特別加算は、実際の提供時間に加え、算定する時間数も設
定します。１時間まで（60分未満）は算定時間に[1]を設定し、1時間を超える場合
（60分以上）は算定時間に[2]を設定します。 
提供時間：実際にサービスを提供した時間を設定します。 
算定時間：加算を算定する場合、時間を設定します。 
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2. 介護給付費・訓練等給付費等明細書 
①都道府県に利用日数に係る特例の届出を行っている場合 
日中活動系の施設において、「原則の日数」を超えるサービスの支援が必要となり、都道府県に利用日
数に係る特例の届出を行った場合は、請求明細書の《利用日数管理票》欄にて毎月の利用日数を設定し
ます。 

 
<従来の請求イメージ> 
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<簡易入力システムによる請求イメージ> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  《利用日数管理票》欄の以下の項目についてそれぞれ設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項 目 内 容 

利用日数管理票 

(対象期間(開始)) 

利用日数に係る特例の適用を受けている場合、対象期間(開始) 

を入力します。 

利用日数管理票 

(対象期間(終了)) 

利用日数に係る特例の適用を受けている場合、対象期間(終了) 

を入力します。 

利用日数管理票 

(当月の利用日数) 

当該月の利用日数を入力します。 

利用日数管理票 

(原則日数の総和) 

対象期間における原則の日数の総和を入力します。 

利用日数に係る特例の届出を行
っている場合、《利用日数管理
票》欄を設定します。 

《利用日数管理票》欄については、利用日数に係る特例の届出を行っている場合に設
定が必要となります。 
利用日数に係る特例の適用がない場合は、《利用日数管理票》欄についてはすべての
項目を未設定としてください。 
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「上限月額調整(①②のうち少ない額)」の
合計が「利用者負担上限月額①」を超える
場合、「調整後利用者負担額」の合計が「利
用者負担上限月額①」と同額になるように
設定します。 

②利用者負担額が利用者負担上限月額を超えたため、調整が必要な場合 
同一の事業所で複数のサービスを提供した場合に、《上限月額調整(①②のうち少ない額)》欄の合計額
が利用者負担上限月額を超えているときは、《調整後利用者負担額》欄を使用し、利用者負担額の調整
を行う必要があります。 

 
  <従来の請求イメージ> 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



簡易入力システム よくある質問集 
 

 96 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

《調整後利用者負担額》欄については、《上限月額調整(①②のうち少ない額)》欄の
合計が《利用者負担上限月額①》を超過している場合のみ設定します。 
 
《上限月額調整(①②のうち少ない額)》欄の合計が《利用者負担上限月額①》を越え
ない場合は、《調整後利用者負担額》欄の設定は不要です。 

 

《上限月額調整(①②のうち少ない額)》欄の合計が
《利用者負担上限月額①》を超える場合、《調整後
利用者負担額》欄の合計が《利用者負担上限月額①》
と同額になるように設定します。 
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③複数の事業所がサービスを提供し、利用者負担上限額管理が必要な場合 
 
受給者が上限額管理対象者である場合は、利用者負担上限額管理結果に基づき《上限額管理後利用者負担

額》欄を使用し、利用者負担額の調整を行う必要があります。 

 
  <従来の請求イメージ> 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上限額管理を行った場合、「上限管理
後利用者負担額(合計)」と「管理結果
額」が同額になるように設定します。
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  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

受給者が上限額管理の対象者である場合、利用者負担上限額管理結果に基づき《上
限額管理後利用者負担額》欄を使用し、《上限額管理後利用者負担額》の合計が管理
結果と同額になるよう設定します。 
ただし、《利用者負担上限額管理事業所》欄の《指定事業所番号》、《管理結果》、《管
理結果額》を設定しない場合は、《上限額管理後利用者負担額》の設定は不要です。 
 
受給者が上限額管理対象者ではない場合、《上限額管理後利用者負担額》欄の設定は
できません。 

 

《管理結果額》と《上限額管理後利用者負担
額》の合計が同額になるように設定します。
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上限額管理を行った場合、「上限管理
後利用者負担額(合計)」と「管理結果
額」が同額になるように設定します。

負担上限月額「6,150円」に対して、管理
事業所である○△□事業所の利用者負担
額が「6,150円」で、負担上限月額に到達
しているため、他事業所については、利
用者負担額は発生しません。 

上限額管理を行った結果(利用
者負担上限額管理結果票の「管
理結果後利用者負担額」)を設
定します。 

3. 利用者負担上限額管理結果票 
①管理事業所で利用者負担上限月額に到達し、他事業所では利用者負担額が生じない場合 
管理事業所において、請求明細書単位で利用者負担額を算出した結果、管理事業所での利用者負担額が負

担上限月額に到達した場合には、管理事業所についてのみ利用者負担額が発生し、他事業所については利

用者負担額は生じないため、利用者負担上限額管理結果は[1]となります。 

 

  <従来の請求イメージ> 
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  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《事業所番号》、《事業所名》、《総費用
額》、《利用者負担額》、《管理結果後利
用者負担額》を設定します。 

《利用者負担上限額管理結
果》欄に[1]を設定します。 

管理事業所で利用者負担額が負担上限月額に到達したため、他事業所については、
利用者負担額が発生しない場合、《利用者負担上限額管理結果》欄に[1]を設定します。 
他事業所についても、《総費用額》、《利用者負担額》、《管理結果後利用者負担額》は
設定する必要があります。この場合、他事業所の《管理結果後利用者負担額》欄に
は 0円を設定します。 

 

他事業所についても、《総費用
額》、《利用者負担額》、《管理
結果後利用者負担額》を設定
します。 
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上限額管理を行った場合、「上限管理
後利用者負担額(合計)」と「管理結果
額」が同額になるように設定します。

負担上限月額「6,150円」に対して、利
用者負担額の合算額が「5,823円」であ
り、負担上限月額に到達していないた
め、利用者負担額の調整事務は必要あり
ません。 

上限額管理を行った結果(利用
者負担上限額管理結果票の「管
理結果後利用者負担額」)を設
定します。 

②利用者負担額の合算額が、利用者負担上限月額以下のため、調整事務を必要としない場合 
管理事業所での利用者負担額と他事業所での利用者負担額を合算した結果、利用者負担上限月額に到達し

なかった場合、利用者負担額の調整事務は行いません(合算額と負担上限月額が同額の場合も同様)。利用

者負担上限額管理結果は[2]となります。 

 

  <従来の請求イメージ> 
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  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《利用者負担上限額管理結
果》欄に[2]を設定します。 

管理事業所と他事業所の利用者負担額の合算額が、負担上限月額以下のため、調整事
務を行わない場合、《利用者負担上限額管理結果》欄に[2]を設定します。 
 
この場合、《管理結果後利用者負担額》欄には、利用者負担額と同じ値を設定します。 

 

《管理結果後利用者負担額》
には、利用者負担額と同じ値
を設定します。 
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③利用者負担額の合算額が、利用者負担上限月額を超過するため、調整事務が必要となる場合 
管理事業所での利用者負担額と他事業所での利用者負担額を合算した結果、利用者負担上限月額を超過し

た場合、利用者負担額の調整事務が必要となります。この場合、利用者負担上限額管理結果は[3]となります。 

 

  <従来の請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上限額管理を行った結果(利用
者負担上限額管理結果票の「管
理結果後利用者負担額」)を設
定します。 

管理結果が「3」の場合、「上限額管理
加算」を算定することができます。 

上限額管理を行った場合、「上限管理
後利用者負担額(合計)」と「管理結果
額」が同額になるように設定します。

負担上限月額「6,150円」に対して、利
用者負担額の合算額が「8,208円」であ
り、負担上限月額を超過しているため、
利用者負担額の調整事務が必要となり
ます。 
「管理結果後利用者負担額」の合計額
は負担上限月額と一致します。 



簡易入力システム よくある質問集 
 

 104 

 

  <簡易入力システムによる請求イメージ> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《利用者負担上限額管理結
果》欄に[3]を設定します。 

管理事業所と他事業所の利用者負担額の合算額が、負担上限月額を超過したため、調
整事務が必要となる場合、《利用者負担上限額管理結果》欄に[3]を設定します。 
 
管理結果後利用者負担額の合計額は、利用者負担上限月額と一致します。 
 

 

《管理結果後利用者負担額》
の合計額は、負担上限月額と
一致します。 

他事業所の《管理結果後
利用者負担額》には、調
整後の金額を設定しま
す。
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